
年金制度改革における政治的言説，新しい政策アイディアの役割
―現代福祉国家論のリサーチフロンティアとしての一試論―
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Ⅰ．はじめに

年金制度の分析を含む福祉国家論の理論と分析
手法の歴史を振り返ると，産業化・近代化理論
（Cutright 1965；Wilensky 1981），ネオ・コーポラ
ティズム論（Pampel, Williamson, Striker 1990），社
会民主主義論・権力資源論（Pampel, Williamson

1993; Huber, Stephens 1993），歴 史 的 制 度 論
（Hinrinchs 2000; Myles 2002; 鎮目2001），新しい
政策アイディア・政策に関する言説理論，プロス
ペクト理論（Vis 2010; Domonkos 2015）など様々
な理論が提起されてきた。これらは，福祉国家の
生成・発展をめぐる構造－機能主義論，各国にお
ける福祉国家形態の分岐をめぐる類型化論，そし
て，福祉国家の維持や変化をめぐる制度改革・変
化理論といった形で理論化が図られてきたと整理
できるであろう。そうした理論を実証する分析手
法としては，量的な分析（Pooled Time-Series

Cross-sectional Analysis，Event History Analysisな
ど）のほか，質的な分析（Boolean Analysis，Multi-

Value Qualitative Analysis，Fuzzy-set Analysis）ま
で多様化している。
また，近年のリサーチの方向性としては，社会
保障支出といった福祉国家全般の制度・政策の国
際比較から，脱商品化といった社会保障支出以外
の指標の構築や年金，医療，公的扶助，積極的労
働市場政策などの個別政策に焦点を当てた国際比
較など，より分析内容が精緻化するとともに，そ
の際の分析手法として，社会学，政治学，経済学
などによる学際的なアプローチによる総合化が進

展している。
本稿では，そうした流れの中では新しい潮流に

属する福祉国家の動態分析として，福祉縮減期の
制度変化の分析を試みる。具体的には，人口高齢
化や経済のグローバル化といったメガトレンドの
なかで，給付の削減や負担増などの不人気な改革
がなされて来た日本の年金制度の制度改革を対象
に，プロスペクト理論をもとに，政治的言説や新
しい政策アイディア論に留意して，改革の要因に
ついて分析したい。

Ⅱ．政治的言説，政策アイディアとプロスペク
ト理論

最初に，「不人気」な制度改革過程を分析する際
の分析手法として，政治的言説，政策アイディア，
プロスペクト理論をどのように組み合わせて分析
道具として用いるのかという点について検討す
る。

1．プロスペクト理論と政治的意思決定
プロスペクト理論とは，意思決定者が受ける利

益や損失を，意思決定者の主観的な価値に対応さ
せた関数（価値関数）を用いて人々の行動を説明
するものである（Kahneman and Tversky 1979）。
人々は利得（gain）よりも損失（loss）に重きを置
き，利益が見込まれる局面ではリスク回避的に行
動し，損失が免れない状況ではリスク愛好的に行
動すると見込まれている。ここで重要なのは，何
らかの変化が生じたある状況に対して，人々が利
益か損失かということを判断する際には，リファ
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レンスポイントが基準になるという点である。標
準的には，リファレンスポイントは，現状維持バ
イアスにより（現状から離れる損失を利益よりも
過大評価することから発生），各人が置かれてい
る 現 状（current wealth）と 想 定 さ れ る が
（Kahneman and Tversky 1979: 273），人々の判断
や行動はこのリファレンスポイントに依存
（reference dependance）して決定されるため，プ
ロスペクト理論はリファレンスポイントに依存し
たモデルであるとも評される（Tversky and

Kahneman 1991）。
プロスペクト理論はリファレンスポイントに依
存し，利益よりも損失にウェイトを置いた行動を
措定しているため，リファレンスポイントをどこ
に置き，制度改革に関する選択肢をどのように提
示するかが，各人の行動を左右する上で大きな意
味を持つ（＝フレーミング効果）。ここでいうフ
レーミング効果とは，客観的には同じ結果をもた
らす選択肢であっても，それらの選択肢で使用さ
れる言葉や数字の表現の仕方によってフレーミン
グのされ方が異なれば，それに対応して各人の意
思決定が左右されることになり，その選択行動も
異なり得るというものである（Tversky and

Kahneman 1986）。ある政策を選択する場合，複数
の選択肢において得られる結果が同じでも，特定
の利益が得られるというフレーミングのもとで選
択肢が提示されると損失回避志向が生じ，ギャン
ブル的に高い利益が得られるという選択肢より
も，堅実に利益が得られる見込みの高い選択肢が
選ばれる傾向が生じる。逆に損失が生じるのが不
可避であるという想定の下で何らかの選択肢を選
ばざるを得ないといった形で選択肢がフレーミン
グされると，リスク選好志向が生まれ，一定の損
失が生じるのが明確な選択肢よりも，一発逆転の
余地がありそうに見えるギャンブル的な選択肢の
方が選ばれる。そのため，Levy (1996）は，各人
が現状維持的な状況ではなく，何らかの変化が生
じている状態に置かれている場合には，ある政策
が選択されなければ，それによって各人に損失が
生じることフレーミングされて提示されることに
よって，そうした選択に応じるマインドがもたら

されると主張している。Levy (1997）はまた，リ
ファレンスポイントは現状維持バイアスによって
現状や現時点に定められるばかりでなく，フレー
ミングによって現状とは異なった場所にも置かれ
得るとし，その場合には，各人の行動や選択は現
状とは違うポイントに定まるとしている。
こうしたフレーミングによるリファレンスポイ

ントのシフトは，人々の行動を左右するものとし
て重要な意味を持つが1)，給付の減少や負担の増
加といった不人気政策を実行する制度改革の際に
重要なのは，現時点よりも多くの損失が見込まれ
る将来時点へとリファレンスポイントをシフトさ
せる戦略であろう。なぜなら，改革の受け手に
とっては，たとえ現時点よりも損失が増加しよう
とも，現行制度のもとで将来時点に予期されるも
のよりも多くの利益が改革によって得られるとい
う期待がもたらされるからである（鎮目2013;

Shizume 2015）。この戦略は図1のようにあらわさ
れる。図1の「価値－給付」・「価値－負担」平面は
給付と負担の増減の組み合わせによる価値評価を
意味する。その給付と負担の増減に対する価値評
価の理論的基礎として，本稿ではプロスペクト理
論に基づく価値関数を措定している。不人気改革
において，改革者が改革前の時点であるαから，
改革がなされない場合に将来的に予想される負担
増（あるいは給付減）を改革の受け手に示して，
βにリファレンスポイントをシフトさせると，給
付や負担の評価は改革前の価値軸から改革無しの
場合（最悪のシナリオ）の価値軸でなされるよう
になる。そこで，改革による負担増（あるいは給
付減）を改革前と最悪のシナリオとの間のどこか
に設定すれば，改革によって給付減や負担増と
いったネガティブな結果がもたらされたとして
も，その価値はa点ではなくb点として，プラスに
評価され得る。「価値－給付」・「価値－負担平面」
に投影されているのは，そうした給付と負担に関
する価値軸での評価を結んだ点である。改革に
よってプラスの評価が得られる場合には，それに
対する支持が得られると考えられる。これらのポ
イントをまとめると，福祉拡充期における改革の
ように，将来時点において負担減と給付増が図ら
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れる場合には，改革への支持は大きくなる（＝
「改革成功域A」）。他方，改革によって給付は減じ
られるものの，負担も減少し，その負担減による
価値増加が給付減による価値減少を相殺する場合
（＝「条件付き改革成功域B」）や負担は増加する
ものの，給付も増加して給付増による価値増加が
負担増による価値減少を相殺する場合（＝「条件
付き改革成功域D」）では，以下で述べる諸条件が
満たされれば，改革への支持が得られると思われ
る。しかし，改革を試みても，将来時点で給付減
と負担増の双方がもたらされると感じられるな
ら，改革に対する支持を得るのは難しいであろう

（＝「改革失敗域C」）。
プロスペクト理論は基本的には個人を分析単位

とした理論であり，それを集団の意思決定に適用
する際には合成の誤謬に注意する必要があるが
（Levy 1997: 99; Vis 2010: 119-120），年金制度を分
析対象とする本稿では，世代間で給付と負担に関
して価値判断に違いが生じ，それに応じて集合的
意思決定も世代に応じて異なると想定する。すな
わち，不人気改革においては，既に負担を済ませ
た高齢世代では負担増よりも給付減により大きな
ウェイトが置かれ，これから負担増を担い，給付
の現在価値が割り引かれた若年世代では給付減よ
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図1　図1　リファレンスポイントのシフトによる改革成功領域への誘導リファレンスポイントのシフトによる改革成功領域への誘導
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りも負担増により大きなウェイトが置かれると想
定する。OECD諸国を対象とした世代ごとの年金
制度の選好に関する研究でも，給付水準の高い年
金制度においては，年金受給世代は給付の削減に
反対し，若年世代は給付の削減と負担の軽減を求
める傾向にある2)（Pamp 2015: 162-166）。そのた
め，一般に，給付は減額されるが負担も減額（な
いし維持）される改革は若年世代に選好され，負
担は増額されるが給付も増加（ないし維持）され
る改革は高齢世代に選好されるといった違いが生
じると予想できる。

2．年金改革の諸条件
以上で論じたような，フレーミングによる将来
時点へのリファレンスポイントのシフトといった
戦略によって，改革の受け手を損失局面から利益
局面へと導いて不人気政策を実行するには，フ
レーミングが改革の受け手にとって受容される条
件が整うことが必要である。そうした条件として
は，フレーミングの元になる政策上の言説や政策
アイディアのアピール力，それらが承認される手
続きの正当性，改革の受け手に対する言説や政策
アィディアに関するフレーミングの効果的な伝
達，改革における反対勢力の同意，そして，それ
らが実現可能となる制度的条件（制度的補完条件
の完備）などが考えられる。

(1) 政策に関する言説，新しい政策アイディア
の役割
不人気政策におけるフレーミングの有効性を高
める上で，最も重要な役割を果たすのは政策に関
する言説（discourse）であろう（Taylor-Gooby

2005: 3-4）。Schmidtによれば，政策的な言説は政
策アイディアや価値などから構成され（Schmidt

and Radaelli 2005: 2），一定の制度的条件や利益状
況の下で，利害関係者の利益に反するような政策
でもそれを正当化し，大衆や政策のエリート集団
からの支持を取り付ける上で有効に作用して政策
形成に影響を与えるとされる（Schmidt 2000:

233）。具体的には，言説は，政策プログラムの合
理性を提示することによって，それを正当化する

のに役立つ「認識的機能」とその適切性を示すこ
とにより合法性を与える「規範的機能」を果たす
とされる（Schmidt 2002a: 209-256）。そのため，
政策的言説理論は「言説的制度論」，「構成主義的
制度論」とも評される。加藤（2012: 167-189）は
そうした言説・アイディアの政治的役割として，
アクターの利益・選好の形成という局面（政策の
目標設定局面）での役割（「アイディアの構成的役
割」）とアクターがそれを利用して支持調達を図
る局面での役割（「アイディアの因果的役割」）の
二つを抽出し，それらが制度変化のダイナミズム
を生み出すとしている。

Schmidt（2002b）は，言説によってそうした制
度変化のモメントが作り出される場面ごとに，中
核的な政策集団が政策形成を行う際に準拠する認
識枠組みを作りだす「調整的言説」（coordinative

discourse）と中核的政策集団が民衆を説得する上
で 用 い る「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 言 説」
（communicative discourse）とに言説を類型化して
いる。こうした言説・アイディアが改革の成否を
分ける上で決定的な役割を果たすとする主張は
Weyland (2008）によってもなされており，大規模
な改革が実行されるには，改革おいて新しいアイ
ディアがステークホルダーに受け入れられること
が必要であると主張している。
このような政策上の言説は，例えば，世代間の

公正，ジェンダーニュートラル，あるいは，ジェ
ンダーフレンドリーなどといった広汎な概念で表
現されることが一般的であるが（Schmidt 2000a:

302），そうした言説を実現するのは政策手段であ
る。新しい言説に対して，新たな政策手段が用い
られれば（例えば，概念上の確定拠出型年金，強
制積立年金など），それは大規模な制度改革を意
味し，ポリシーパラダイムの変化がもたらされる
場合もある（Hall 1993）。これらを踏まえれば，大
きな改革の際には，新たな調整的言説と新しい政
策アイディア（＝政策手段）が政策集団で固めら
れ，それらがリファレンスポイントのシフトを意
図したフレーミングを含むコミュニケーション的
言説に翻訳されることよって，メッセージの受け
手は上記の「条件付き改革成功域」のBやDに導か
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れ，その結果，改革に対する賛同が得られるよう
になると考えられる。

(2) 言説・政策アイディアの学習と普及
上記のように，政策上の言説や政策アイディア
は政策を形成する政府や行政機構などの政策アク
ターから発せられ（Schmidt 2002a: 210），コミュ
ニケーション的言説のような広汎な政策的言説
は，反対勢力を懐柔するために，大衆や知識人な
どの支持を得るために権力の座にある政府の政策
手段として用いられる（Schmidt 2000: 233）。他
方，より具体的な政策アイディアは，もっぱら，
政府内で政策に関する情報リソースを有して政策
データを取りまとめることのできる官僚機構など
の行政組織から発せられ，それは，議会をプリン
シパルとしたエージェントといった立場からだけ
でなく，自らの組織利益をも果たすように提案さ
れると想定できる（加藤 1997: 30-32）。Heclo

(1974: 315）に従えば，官僚は，新しい政策アイ
ディアを提案する際に，首尾一貫した政策策定を
行う媒介者（policy middlemen）として，その専門
的な知識の学習の場を様々な政策策定に関わる
様々なアクターに提供することによって政策を発
展させると考えられる。つまり政策に関する専門
的知識集団である官僚組織は，政策に関する学習
を担うエージェントとして，政策立案に関わる審
議会や委員会などの場を通じ，様々な利益集団に
対して国内外の政策に関わる政策アイディアと技
術を広める役割を担い，制度改革に寄与すると考
えられる（Heclo 1974: 319）。本稿の分析対象で
ある年金制度では，審議会（committee）における
審議・折衝が反対勢力を含む様々な政治的アク
ターを取り込んで改革案へのサポートベースを築
き上げるうえで重要な役割を果たして来たと論じ
られている（Hinrichs 2000: 370; Blair 2014: 78-

79）。日本では，審議会は利益の反する集団の代
表者や著名な学識経験者などによって構成され，
「利害調整」や「権威づけ」効果などを発揮してき
たという経緯がある（村松1981: 124）。審議会の
委員は各省庁で決定され，審議過程や原案作成に
おいて事務局の役割が大きいことから，審議会は

行政の円滑化に資するとともに，利害関係のある
者を動員し，政策決定の同意を確保する上で，大
きな役割を担ってきた（村松1981: 128, 133）。厚
生行政では，厚生官僚が省内外に設置された審議
会を中心に，関係局長の私的諮問機関としての研
究会，与党審査組織，与野党の族議員を始めると
する有力者への接触や専門的な情報提供などを通
じて，様々なアクターを巻き込みながら，政策ア
イディアの学習と伝播を図ってきたと言われてい
る（中野1988: 159; 佐藤2014: 28; 新藤1996: 70）。
そうした点を踏まえて，本稿では，マルチアク
ターのもとで，年金改革に関する調整的言説や政
策アイディアが学習され承認される場として，審
議会に着目したい。
さらに，そうした言説やアイディアが改革の受

け手にメディアを通じてどのようにコミュニケー
ション的言説として伝達されるのかということ
も，改革に関する学習効果の拡大と改革への支持
調達に影響を与え，改革の実行において重要な意
味をもつ（Humpage 2015: 46-47）。メディアは
「強力効果」の一つとして，フレーミング効果を有
しており，メッセージの受け手は，報道による情
報の取り上げられ方に応じて，自らの直感や道徳
にも依拠しながら，その内容をフレーミングする
と指摘されている（Neuman, Just, Crigler 1992:

76-77）。これは，情報内容が同じであっても，メ
ディアによる伝達フレーム如何によって，情報の
受け手の選好や解釈に差異が生じるというもので
あり，例えば，貧困が貧困状態にある個人の事例
に基づいて報道された場合には（個人犠牲フレー
ム），貧困の原因は個人的責任にあると認識され，
社会的な文脈で報道された場合（テーマ型フレー
ム），社会的要因によって貧困が発生すると認識
されるといった違いが生じうる（Iyengar 1997:

281）。こうした効果は，フレーミングの主体がメ
ディアであり，その対象が不特定多数の集団であ
るという点を除けば，上記のプロスペクト理論に
おけるフレーミング効果と同じ内容である。
年金改革のように，その内容を理解する上で，

専門的な知識が必要となる場合，受け手が改革の
内容を判断する情報の収集と分析のための「情報
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コスト」は高くなるため，彼らは完全情報に基づ
いて判断や行動を行うわけではなく，自らが様々
な媒体を通じて得た限定的な情報の範囲で合理的
な選択を行うと予想されることから（池田2000:

109-110），コミュニケーション的言説がメディア
によって伝達される際に，それによるフレーミン
グ効果は大きいと考えられる。

(3) 言説・政策アイディアに対する支持，反対
不人気政策の成否を左右する重要な要因として
しばしば指摘されてきたのは，拒否権プレイヤー
の役割である（Hacker 2004; Mahoney and Thelen

2010: 18-29）。拒否権プレイヤーとは現状の変更
のために立法過程において同意が必要な個人（例
えば大統領や首長），もしくは集合的アクター（例
えば政党や利益集団）を意味し，彼らは拒否権を
梃子にその利益の実現を図ると想定される。拒否
権プレイヤーの影響力は，拒否権プレイヤーの
数，拒否権プレイヤー間のイデオロギー距離，拒
否権プレイヤー内の凝集性（選好の類似性）や
（Tsebelis 2002: 19-63），拒否点が埋め込まれてい
る制度構造に依存する。後者については，拒否権
が埋め込まれる政治的アリーナは行政，立法，選
挙など多岐にわたっているため，議員，利益団体，
有権者などの政策決定に関与するアクターが，そ
れぞれのステージにおいて，決定事項を覆すこと
ができるかどうかが問題であるということを意味
する（Immergut 1990; Immergut 1998）。以上を踏
まえれば，政治的アリーナで多数の拒否点が付与
されている状況において，拒否権プレイヤーの数
が多く，拒否権プレイヤー間のイデオロギー距離
が離れ，集合的拒否権プレイヤー内の凝集性が高
いほど政策安定性は増し，その反対ならば政策安
定性は低くなるといえる（Tsebelis 2002: 3）。そ
のため，政治決定の場で拒否権プレイヤーによる
拒否権が働く可能性がどれほどあるかということ
は，制度改革の成否を決する非常に大きな要因で
あるといえるだろう。
実際に政党が拒否権を発揮する形態としては，
連立与党内で連立を組む政党が連立を離脱する行
為や野党が本会議や委員会で法案に反する行為な

どがあげられる。また社会保障の利益集団の拒否
権は，サービスの供給主体となる医師などの専門
化集団や（Immergut 1990），受給者もしくは費用
負担の主体となる労働組合の代表者によって，レ
ファレンダムや審議会，公聴会などにおいて行使
されるほか，国会の外での，立法過程や選挙運動
におけるストライキ，デモ，集会などの労働争議
行為などとしても発揮されうる。年金制度では，
そうした拒否権が発動される中心的な場として
は，与党審査，政党間協議組織，厚生（労働）委
員会，社会保障制度審議会（社制審）や社会保険
審議会（社保審）などの審議会などの場面が想定
できる。

(4) 言説・政策アイディアを実現する制度構造
不人気改革の成否において拒否点が大きな役割

を果たすとする理論では，同時に，改革に関わる
アクターの行動を制約する制度それ自体の性質も
視野に入れられている。例えばHacker (2004;
2005: 47）やMahoneyら（2010: 18-22）は制度の内
在的転換における障壁（barriers to internal policy

conversion）が拒否点と並んで不人気政策の形態
を左右する要因として重要であると指摘してい
る。この制度の内在的転換における障壁とは，制
度の自己強化（self-reinforcing）による経路依存と
ポリシーフィードバックを生み出す制度に対する
支持の強さと制度における自由裁量性によって規
定されるものであり，それが大きければ公式の制
度改革は難しくなる（Hacker 2004: 247; Hacker

2005: 46-48）。ここで，制度それ自体の自由裁量
性はその制度を取り巻く他の制度的制約によって
も規定されることに注意が必要である（Hacker

2004: 247）。例えば，事業主による私的年金制度
の自由裁量性は税制度や雇用制度などによっても
規定される。換言すれば，ある制度の自由裁量性
は，制度の補完性原理にもとづき，関連する他の
制度のルールや機能によっても制約されているこ
とが一般的であるといえる（Aoki 2001: 85; Hall

and Soskice 2001: 17-21）。
年金制度は，セットアップコストが巨額で制度

の対象者が多数に上るため，制度変化に関して自
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己強化的であり，さらに，関連する制度は雇用制
度，税制度，金融制度など多岐に渡っている。そ
のため，制度変化のための障壁は大きいと考えら
れる。

Ⅲ．年金制度改革の分析

日本の年金制度においては，「年金の年」といわ
れた1973年の年金改革を境に，それ以降，給付の
削減や保険料負担の増大といった不人気政策が実
行されてきた。以下では，不人気改革が焦点と
なった1980年改革，1985年改革，1989年改革，
1994年改革，2000年改革，2004年改革を取り上げ，
上記の分析フレームに従って，改革の成否を規定
する条件について考察する。

(1) 不人気改革の内容
① 1980年改革

1980年改革は厚生年金の支給開始年齢の引き上
げが大きなテーマであった。自民党の福田赳夫首
相の諮問機関であった年金制度基本構想懇談会
は，高齢化と低成長の中で，年金制度の維持を主
眼とし，80年代から2000年代の20年間にかけて，
段階的に支給開始年齢の引き上げを答申した
（1977年12月「中間意見」，1979年4月「わが国年金
制度の改革の方向」）。その後，大平正芳首相のも
とで改革案が練られたが，高齢化社会に向けた制
度の維持という調整的言説に対して，そのための
手法は支給開始年齢の引き上げであり，特に新し
い政策アイディアは提示されなかった。つまり，
改革の受け手にとって，新しい政策アイディアに
基づくフレーミングはなされず，「改革失敗域C」
に価値点は留まったと考えられる。
この改革では，社制審，社保審年金部会といっ
た審議会でも改革案への賛同は得られず，労働省
も「65歳構想は財政的見地しかなく，雇用，定年
という視点が欠けている」と改革を批判し（「朝
日」1980年1月22日），行政内の支持も得られな
かった。
左右の労働組合やマスコミも支給開始年齢引き
上げについて反対を貫くなかで，与野党伯仲のな

か，1980年6月に予定されていた第12回参院選で，
野党からの「福祉切り捨て」という非難をかわす
ため，1980年初頭に自民党内の桜内義雄幹事長ら
党三役が大平首相に反対を表明し（「朝日」「読売」
1980年1月31日），改革は最終的に頓挫した。

② 1985年改革
1985年改革は年金制度の再編がテーマであり，

その調整的言説は，勤労世帯の給与水準と年金受
給世帯の年金水準との比較に基づいた所得水準の
バランス，分立した制度の間で生じる官（共済年
金）と民（厚生年金）の年金の不均衡の是正，夫
婦世帯と単身世帯間での給付水準のアンバランス
の是正であった。そうした言説を実現するため
に，新しい政策アイディアとして打ち出されたの
が，基礎年金の創設による「制度の一元化」で
あったといえる（社会保障長期展望懇談会1982）。
さらに，そうした政策上の調整的言説や政策アイ
ディアをベースにして打ち出された改革における
コミュニケーション的言説は，主として，官民格
差の是正と給付水準，保険料の「適正化」，「婦人
の年金権」の確立であった（国民年金研究会1982;

社会保険審議会厚生年金部会1983）。
そこで，改革案では，現役世代を改革の対象者

と想定し，給付については，絶対的な給付水準で
はなく，厚生年金と共済年金との比率（もしくは，
現役世代の所得水準と年金水準との比率）を基準
にして，現行時点から現行制度が維持された場合
の将来時点へとリファレンスポイントのシフトが
試みられた。すなわち，改革前に問題であった厚
生年金給付の対共済年金給付比格差は改革が実行
されなければ維持される。しかし，格差を縮小す
る改革が実行されれば，官民の給付比率は改善さ
れるので，ポジティブに評価されることが可能と
なる（「条件付き改革成功域D」）3)。また，負担に
関しても，改革時点の保険料率10.6％は改革がな
されなければ38.8％にまで上昇すると見込まれる
が，改革がなされれば，28.9％にまで下がること
になるとされ，現行制度が維持された場合の将来
時点にリファレンスポイントがシフトされ，改革
案のポジティブ評価が可能となる（「条件付き改
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革成功域B」）。
与党・自民党は第二臨調を梃子に年金改革を推
し進め（新川1993: 180），85年改革のために党内
に設置された公的年金等調査会が，政調審議会と
総務会での了承を得て，直接改正法案を提出した
（中野1988: 145）。これに対して，民社党を除く野
党の社会党，公明党，共産党は反対し，各党はそ
ろって1983年に独自の構想4)を打ち出した（庄司
ほか1984: 254-261）。ただし，野党の側でも，官民
格差，女性の年金権といった言説や制度の一元化
という政策アイディアは共有されており，その点
は政府案とさしたる違いはない。労働運動に関し
ては，同盟や中立労連はいち早く，改革はやむを
得ないとして是認し（週刊社会保障1983c: 9; 週刊
社会保障1983d: 52-55），日本労働組合総評議会
（総評）は反対運動を展開したものの，与野党伯仲
下での反対勢力の結集を図って，改革案をより自
己の考えに近いものにするために，絶対反対の立
場から柔軟路線に転換し，改革の修正を図る方向
へと舵を切った（「朝日」1984年1月16日）。そし
て，法案成立の最終局面では，総評は臨時大会で
年金改正反対を表明し，ストライキを実施するな
どして抵抗したが（週刊社会保障1985a: 11），反
対の主たる理由は基礎年金による年金一元化制度
を共済年金に対して適用することに対する抵抗で
あり（週刊社会保障1985b: 5），世代間の公平＝給
付と負担バランスといった政治的言説や制度の一
元化といった政策アイディア自体に対する否定的
な動きが見られなかったことは留意すべきであろ
う。政府案と異なっていたのは，野党の主張と同
じく，その実現方法における違いだけである。
改革に関する審議会は，社会保障長期計画懇談
会・社会保障長期展望懇談会委員（厚生省に設置，
座長有沢広巳東京大学名誉教授），社制審（総理府
に設置，会長大河内一男東京大学名誉教授），年金
制度基本構想懇談会（厚生大臣の私的諮問機関），
社保審厚生年金部会（厚生省に設置），国民年金審
議会（厚生省に設置），共済年金制度基本問題研究
会（大蔵大臣の私的諮問機関），経済審議会長期展
望委員会国民生活小委員会（首相の諮問機関），国
民年金研究会（国民年金協会によって設置，会長

福田赳夫）など多岐に渡った。なかでも改革の際
に直接的に大きな役割を果たしたのは，厚生省に
おかれた年金制度基本構想懇談会と社保審厚生年
金部会であったと言える（有澤監・厚生省年金局
編1979: 序文ⅲ）。特に厚生年金部会は厚生省年
金局と協議事項や資料を共有し，連携が密に図ら
れていたという（中野1988: 141; Campbell 1992:

330）。また，政策アイディアの学習や共有といっ
た点から，審議会に関して興味深いのは，その委
員構成である。社保審厚生年金部会長の小山路男
と国民年金審議会の会長の山田雄三は，社会保障
長期計画懇談会・社会保障長期展望懇談会，およ
び，年金制度基本構想懇談会委員を兼任してい
た。大蔵省給与局OBの今井一男は共済年金制度
基本問題研究会の座長のほか，3つの委員を兼任
していた。そのほか，国民年金研究会の座長で
あった朝日新聞の小林節夫は年金制度基本構想懇
談会委員を兼任しており，複数の委員会にまた
がって委員を兼任している者は少なくなかった5)。
そのため，委員構成から捉えた場合でも，各審議
会で打ち出された調整的言説や政策アイディアの
出自は重なっていたことが予想できる。
厚生省は，山口新一郎年金局長のリーダシップ

の元で，与野党の折衝や審議会の運営だけでな
く，省庁横断的組織であった年金数理部会の設置
（総理府社会保障制度審議会事務局監修2000: 50）
や国家公務員共済を所管する大蔵省，地方公務員
共済を所掌する自治省との調整を通じて（中野
1988: 134），一元化を進展させた。さらに，予想
以上の少子高齢化を見通した人口推計（1981年12

月「日本の将来人口新推計について」）を発表する
とともに（週刊社会保障1981: 44-45），審議会や懇
談会だけでなく，広範囲で合意形成を試みる手段
として（週刊社会保障1983a: 12-19），有識者調査
（「21世紀の年金に関する有識者調査」，1982年11

月~1983年1月実施，学識者，報道・評論など1000

名対象，回収率63.9％）を行い（週刊社会保障
1983b: 36-41），改革におけるコミュニケーション
的言説や政策アイディアを広め，それに肯定的な
世 論 の 形 成 を 図 っ た（中 野 1988: 136-137;

Campbell 1992: 331-332）。
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マスメディアの制度改革に対するスタンスは基
本的に好意的であった。特に，メディアが年金制
度に関して問題としたのは官民格差であり，1975

年から1985年までの85年金改革に関する社説のう
ち，その問題を指摘したものは，「朝日」では23論
説中12論説，「読売」では40論説中20論説となって
いる。そして，平均余命の伸びと人口の高齢化，
年金の成熟化に対応するために，負担の増加と給
付の削減はやむを得ないとし，早い段階から基礎
年金制度による一元化を支持した（「朝日」1975年
1月18日，「読売」1981年8月31日，「毎日」1982年
6月1日）。

③ 1989年改革
1989年改革では1980年改革と同様，厚生年金の
支給開始年齢の引き上げが年金改革の主要な内容
であった。自民党の竹下首相による社会保障ビ
ジョン（「長寿・福祉社会を実現するための施策の
基本的考え方と目標について」）が1988年10月の
衆院税制問題等調査特別委員会で提示され，65歳
定年制など「雇用その他の条件整備を図りつつ，
将来できる限り早い時期から段階的に65歳にする
ことを目標とする」とされた。同ビジョンで打ち
出された調整的言説は，本格的な高齢化社会に備
えて，現行の給付水準を維持しつつ，年金制度全
体の一元化に向け，負担と給付の公平化を図ると
いうものであった。そして，保険料負担の上昇を
抑制しつつ給付水準を維持するためには支給開始
年齢の引き上げが必要であるとされた（「朝日」
1989年1月3日，1989年3月10日，1989年4月15日）。
厚生省は新しい政策アイディアとして，65歳以
前でも年金を減らして支給する「繰り上げ減額年
金支給制度」を年金審議会に提示した（「朝日」
1989年2月10日）。これは，支給開始年齢の引き上
げといった改革を行っても，改革後では，賃金プ
ラス減額年金で給付水準を維持できることをア
ピールするものであり（「改革成功域D」），負担に
関しても，改革がなされなければ，改革時点の
12.4％から2020年には31.5％に上昇すると見込ま
れるが，改革が実行されれば，26.1％に抑えられ
るとし（「朝日」1989年1月3日），「改革成功域B」

への誘導を狙ったものであったと考えられる。
これに対し，年金審議会では，労働側委員の反

発を受けて反対意見を付記したが，全体として改
革案を了解した（あわせて社制審でも了解され
た，「朝日」1989年2月28日）。しかし，野党は改革
案に反対し，社会党が中心となり，公明，民社，
社民連も加えた4党連合で60歳支給を前提に，就
労しながら年金の一部を受給可能な「部分年金」
年金制度を打ち出した。労働運動では，総評と全
日本民間労組連合会（連合）などが一致して改革
に反対し（「朝日」「読売」1988年11月30日），総評
は60歳代前半について「部分雇用・部分年金」の
考え方を採り入れるよう求めた「高齢化社会対策
ビジョン」を発表した（「朝日」1989年3月13日）。
そうしたなか，年金改革審議は継続審議となった
が，1989年7月に行われた第15回参議院議員選挙
で，リクルート疑惑の影響もあり，自民党が大敗
し（改選議席69議席から36議席への減），非改選議
席と合わせても109議席となり参院で過半数を割
る事態が発生した。その後に開かれた1989年9月
の臨時国会で改革案は野党の反対にあい，支給開
始年齢引き上げ案は完全自動物価スライド制の導
入による給付改善案と分離案された上で，最終的
に削除された。
この時のマスコミの反応は，改革案が打ち出さ

れた当初は，働ける場の確保が第一に保障される
べきだと一貫して反対基調であったが，後に「読
売」は雇用確保を前提として改革に賛意を示し，
意見は分裂している。改革が実現されなかったの
は，ねじれ国会による野党の拒否権の発動という
要因を始めとして，改革の実行を可能にするため
の諸条件が整わなかったためであると考えられ
る。

④ 1994年改革
1994年改革は前回失敗した報酬比例年金の支給

開始年齢の引き上げが重要課題となっていた。当
時は細川護煕を首相とする8党派による非自民連
立政権で，「年金改革プロジェクトチーム（座長・
塚田延充民社党衆院議員）」で法案の骨格が作ら
れたという特徴がある（高山1995）。法案成立時
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には，村山富市を首相とする自社さきがけの連立
政権が政権を担っていたが，改革案は福祉プロ
ジェクトチーム（自民党・衛藤晟一座長）による
検討に引き継がれた。ここでは「雇用促進型」年
金の創造を調整的言説として，新しい政策アイ
ディアとしてネット所得スライド制や部分年金の
導入，在職老齢年金の改革などが謳われた。ま
た，支給開始年齢の引き上げへの対応として，高
年齢者雇用安定法と雇用保険法が改正され，60歳
定年義務化（98年施行）・65歳定年努力義務政策と
高年齢雇用継続給付（94年実施）が導入された。
こうした改革内容をプロスペクト理論に依拠して
捉えると，改革前には就労すれば年金額が減額さ
れ所得が増えない仕組みであったが，改革を実行
すれば，就労を継続することにより，賃金と雇用
継続給付と年金を合わせれば所得が増える仕組み
となり，改革案はポジティブに評価されることが
可能になる（「条件付き改革成功域D」）。また，負
担についても同様のリファレンスポイントのシフ
トがなされ，改革時点の保険料率16.5％は改革が
なされなければ2025年以降に31.5％まで上昇する
と見込まれていたが，改革がなされれば28.8％に
まで下がるとされ（「朝日」「読売」，1993年3月6

日），ポジティブに評価できることになる（「条件
付き改革成功域B」）。
改革案については，年金審議会（厚相の私的諮
問機関）では労働側が反対したものの，最終的に
了解され，社制審でも支給開始年齢の引き上げが
答申された。厚生省は「年金受給前後の生活実態
調査」（1991年11月～12月実施，（1）55歳から64歳
の現役サラリーマン（2）60歳から64歳の在職老齢
厚生年金受給者（3）60歳（女性は57歳）から69歳
の退職老齢厚生年金受給者の3グループについて
各6000-7000人を対象，有効回答者数は（1）3995

人（2）3404人（3）2847人）を実施し（「朝日」1992
年9月14日），定年を間近に控えた現役サラリーマ
ンの6割が65歳までの就労を希望するといった内
容を公表するとともに，「有識者調査」（1993年3月
実施，学識者など2000人を対象，回答率72％）を
行い（「朝日」1993年5月29日），60代前半の年金の
仕組みとして，7割が賃金と年金を合わせて「弾力

的に」生活生計ができることが望ましいといった
回答を公表し，改革に関するコミュニケーション
的言説や政策アイディアを世論に訴えた。
労働側は，連合が厚生省への要望書（1993年8月

30日）や年金審議会に対する修正要求（1994年2月
21日）などを出したが，村山政権後には，3分の1

の基礎年金の国庫負担率を段階的に引き上げ，現
役世代の保険料負担の軽減や雇用保険の失業給付
の受給者への年金支給停止などの調整措置の緩和
などを要求し，条件闘争に転換した（「朝日」1994
年2月22日）。
他方，マスコミは60歳代前半の年金と雇用を組
み合わせた「高齢者の多様な生き方」（「朝日」
1994年11月1日）や「65歳まで現役の社会づくり」
（「読売」1994年11月18日）など，就労と年金受給
とを選択できる柔軟な制度を用意することが望ま
しいとして，それらの組み合わせによる多様な生
き方の実現といったフレームから肯定的に改革案
を評価した。
以上の経緯を経て，支給会年齢の引き上げとい

う数度の失敗を繰り返した改革は，共産党を除く
与野党の賛成のもとで実現された。

⑤ 2000年改革
2000年改革では，報酬比例年金の65歳への完全
引き上げ（部分年金の廃止），賃金スライドの凍
結，5％の年金給付削減など給付の削減がテーマ
となった。橋本龍太郎を首相とする自民党，社民
党，さきがけによる連立政権のもとで財政構造改
革会議（議長橋本首相）が国民負担率の抑制（高
齢化のピーク時でも50％以下）を主導し（「橋本ビ
ジョン」），負担はできるだけ上げずに現状を維持
し，給付をできるだけ抑制することを内容とした
改革案が出された。社民党はこれに反発して政権
を離脱したが，その後に小渕恵三を首相とする自
民党，自由党，公明党による連立政権が発足し
（公明党は1999年10月5日に合流），経済戦略会議
（首相の諮問機関，議長・樋口廣太郎）や自民党年
金制度調査会（藤本孝雄会長）のもとで改革案が
練られた。そこでは，世代間の給付と負担の不均
衡の是正と若年層の年金の信頼の構築が調整的言
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説として示され（厚生省年金局監修1998; 社会保
険研究所1999），新しい政策アイディアは提唱さ
なかったが，厚生省による「年金改革に関する有
識者調査」（1998年3月実施，対象各界有識者2175

名，回収率65.7％）や「公的年金制度に関する大
学生アンケート調査」（1998年5月実施，アンケー
ト人数3286名）を通じた「5つの選択肢」（社会保
険研究所1999）による改革フレームでのコミュニ
ケーション的言説の提示と段階的な支給開始年齢
の引き上げや給付乗率・スライドの調整というパ
ラメトリックな不可視化戦略（Pierson 1994: 19-

22）による改革が実施された。こうした改革内容
をプロスペクト理論に従ってみると，改革時点の
保険料率20％（『年金白書』D案）は改革がなされ
なければ，2025年以降，34.3％（同A案）にまで上
昇すると見込まれるが（＝リファレンスポイント
のシフト），改革がなされれば，26％（同C案）に
まで下がることになり，改革案はポジティブに評
価できるということを意味する（「条件付き改革
成功域B」）。
年金に関する審議は，社会保障に関する問題を
審議する8つの審議会の会長で構成された社会保
障関係審議会会長会議で行われ，「国民負担率
50％以下」の数値目標について，「経済と社会保障
の調和を図り公私の活動の適切な均衡を取るうえ
で指標となり得る」とし，限定つきながら容認す
る方向が打ち出された（「朝日」「毎日」1996年11

月21日）。また，年金審議会では連合委員が辞任
するといった事態が生じたが，最終的に了承され
（「朝日」1999年3月16日），社制審でも，国家公務
員共済組合法など共済年金四法について，公的年
金制度の改正に伴う改正を了承する答申が出され
た（「朝日」1999年7月22日）。
野党は，共産，社民の両党は改革案に反対した
が，民主党は在職老齢年金制度を60歳代後半に拡
大する案は容認した（「読売」1999年6月4日）。そ
の後，民主党は，政務役員会で基礎年金の国庫負
担の引き上げを早期に実現することを求める姿勢
を明確にし（「朝日」1999年11月17日），鳩山由紀
夫代表は内閣不信任案も視野に入れて徹底抗戦
し，全額税方式の基礎年金の構築を柱とする対案

を提示した（「朝日」2000年2月21日）。労働側で
は，連合が自社さ3党に対し，財政構造改革に反対
する申し入れを行い，年金の支給開始年齢の安易
な引き上げに反対を表明した（「毎日」1997年5月
22日）。その後，連合は基礎年金財源における国
庫負担の割合の引き上げや年金給付水準の維持，
保険料負担の抑制などを求めた（「朝日」1998年9

月17日）。そして，自自公政権成立後は，公明党や
自由党に対して改革案阻止の働きかけと（朝日」
「毎日」1999年11月18日，「毎日」1999年11月18

日），民主党に対して国会での審議拒否を働きか
け徹底抗戦した（「毎日」1999年12月5日）。
改革案に対するマスコミの反応は，現行制度の

維持のために，給付水準の引き下げと保険料負担
の増加とを組み合わせる方法に一定の理解を示し
たが，基礎年金の空洞化対策を始めとした抜本改
革の必要性を主張し（「朝日」2000年3月23日），総
じて反対の基調であった。
こうした反対にもかかわらず，政府内では公明

党の意向を汲んで，基礎年金国庫負担の割合の引
き上げ（3分の1から2分の1）の法案の付則への明
記がなされ（「読売」1999年11月24日，「朝日」2000
年2月22日），また，公務員の再雇用制度（65歳ま
で）の創設と「確定拠出型年金制度」の導入（2001

年）といった制度の補完性を強化する政策が組み
込まれることによって，最終的に改革法案は与党
三党の賛成多数で可決された。

⑥ 2004年改革
2004年改革では，それまでの5年に1度の財政再

計算期に給付と負担を見直して制度を運営すると
いうスタイルから，新たなルールのもとでそれを
行うということがテーマとなった。調整的言説は
世代間の公平と制度の持続性であり，85年改革と
同じく，有権者の視点を給付ではなく負担に向け
させたものであったと考えられる。改革におい
て，目玉となった新しい政策アイディアは「保険
料固定方式」（スウェーデン方式）という概念上の
確定拠出方式的な考え方とそれを可能にする「マ
クロ経済スライド」という仕組みであり，具体的
に改革で打ち出された政策内容は，2004年時点で
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の保険料率13.58％を2017年までに18.30％に引き
上げる一方，片働き世代のモデル年金の所得代替
率59％を2023年以降50.2％に引き下げるというも
のであった（厚生統計協会編2004: 48）。この際
に，2001年に導入された「日本版401K」と呼ばれ
る企業型確定拠出年金の拠出限度額が公的年金と
併せて所得代替率60％を確保できるように（厚生
労働省年金局企業年金国民年金基金課2008: 63），
拠出限度額が3.6万円から4.6万円に引き上げられ
た（個人型も1.5万から1.8万に引き上げ）。また，
他の私的年金（厚生年金基金，適格年金，確定給
付企業年金）から確定拠出年金への過去分積立資
産の移換をする際の制限も撤廃されるという大き
な改革がなされた。
こうした政策言説と政策アイディアのなかで，
改革案におけるコミュニケーション的言説は，坂
口力厚生労働大臣による「坂口試案骨子」（「平成
16年年金改革における給付と負担の見直しについ
て」）にみられるように，現役世代の負担の上限の
設定によって負担軽減を図り，「100年安心」な持
続的制度の建設と世代間公平を確保するというも
のであった。プロスペクト理論に依拠すれば，改
革時点の保険料率（厚生年金13.58％，国民年金
13,300円）は，改革がなされなければ，2017年以
降，厚生年金で22.8％に，国民年金では29,500円
になると推計され（吉原2004: 173），改革が実行
されれば，厚生年金の保険料率は18.30％，国民年
金の保険料は16,900円が上限となり，それ以上負
担は増えないとされたため，リファレンスポイン
トは改革がなされない場合の将来推計値にシフト
され，改革案はポジティブに評価され得ることに
なる（「条件付き改革成功域B」）。
改革当時の政権は小泉純一郎を首相とする自民
党と公明党の連立政権であった。両党は，2003年
11月9日に行われた第43回衆院選において年金制
度に関する公約を発表し，自民党は年金の縮減政
策（「小泉泉改革宣言」），公明党は，上記「坂口試
案」とほぼ同じ内容の改革案（「年金100年安心プ
ラン」）を訴えた。選挙は，自民党が10議席の減少
（247議席から237議席への減），公明党は3議席の
増加（31議席から34議席への減）という結果に終

わった。選挙後，自民党執行部は保険料負担の限
界を16％とする経済界の意向を受けて（「朝日」
2003年12月18日），自民党と公明党の与党間で設
けられた年金制度改革協議会の場で18％を主張し
たが（日本経済新聞社編2004: 73），坂口厚労相は
有識者調査の結果を踏まえ，負担の限界は20％以
内まで可能と反論するなどして対立した（大田
2006: 145）。最終的に，自民党は公明党との妥協
を探るために党内の年金制度調査会（津島雄二会
長）で議論を行い，給付水準が50％を確保できる
保険料率18.35％で社労族の丹波雄哉らの了解も
取り付けて合意して党内融和を図り（日本経済新
聞社編2004: 80），年金制度改革協議会で改革案に
ついて両党の間で最終合意がなされた（日本経済
新聞社編2004: 98）。こうした自民党による妥協
が引き出されたのは，2003年の総選挙が終盤を迎
えるなかで，公明党との連立を意識した小泉首相
が坂口試案に沿った発言をするようになり（「朝
日」2003年11月7日），選挙後には与党の得票に貢
献した公明党が年金改革で発言力を増したからで
あると報道されている（「朝日」2003年11月18日，
12月5日）。改革では，坂口厚労相を核として公明
党が自民党に対して拒否権プレイヤーとして一定
程度機能したといえるだろう（Shinkawa 2005; 鎮
目2010）。
改革審議は社会保障審議会年金部会で行われ，

年金改革の「たたき台」となった「年金改革の骨
格に関する方向性と論点」の作成を経て（2002年
12月5日），最終的に，坂口試案に沿った年金制度
の改正に関する意見書（「年金制度改正に関する
意見」2003年9月12日）が取りまとめられた（厚生
労働省2012）。この中で，学識経験者，実務家，マ
スコミ関係者の多くは保険料負担の軽減と世代間
公平の確保，あるいは，企業の競争力の維持とい
う調整的言説をもとに，保険料固定方式とマクロ
経済スライドという新しい政策アイディアに賛成
し，他方，労働者側代表は給付の削減と老後の生
活の不安定化という点から反対したものの，最終
的に改革案は部会における基本的な見解として表
明され承認された（鎮目2013: 150-159）。
厚労省は，審議会に対して論点提示や資料の提
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供を行うなど，審議会と密接に連携を図るととも
に，それと並行して「年金改革に関する有識者調
査」（2003年3月～4月実施，対象・学識社，年金実
務，報道・評論関係者など2400名，回収率51.5％）
と「公的年金制度に関する世論調査」（2003年2月
実施，対象20歳以上の者5000人，回収率71.6％）
を発表した（厚生労働省 2003a; 厚生労働省
2003b）。両調査の結果は，保険料固定方式を支持
するものであり（「有識者調査」では48.5％，「世
論調査」では45％），上記のように坂口大臣による
自民党との折衝や（大田2006: 145）や審議会での
議論に活用され（2003年5月30日第19回委員会），
改革への承認を促す役割を果たした。
他方，野党は民主党が所得比例年金と税方式を
組み合わせた年金制度，社民党と共産党は税方式
の年金（それぞれ「最低保障年金」と「暮らし保
障年金」）を発表し，与党案に反発した。しかし，
衆院選で，民主党は40議席の大幅な増（137議席か
ら177議席への増）となったが，共産党は11席減
（20議席から9議席への減），社民党は12席減（18議
席から6議席への減）と大きく減じ，拒否権を有効
に発揮できる状況とはならなかった。
労働側の動きとしては，連合は税方式と報酬比
例年金を組み合わせた独自の年金プラン（「21世
紀社会保障ビジョン」）を2003年に打ち出し，民主
党や社民党とともに，「年金改悪阻止」国会運動や
年金改革実現・全国統一行動などを繰り広げた
（連合2012）。また，全国労働組合総連合（全労連）
も同時期に全額税方式の最低保障年金を内容とす
る改革案を出し，「年金改悪反対闘争」を2004年春
闘の最大の闘いと位置付け，共産党とともに「年
金ストライキ」運動等を展開した（全労連2004）。
他方，厚生年金の受給者団体としては，100万人の
会員を擁する全国厚生年金受給者団体連合会も，
14年ぶりに臨時大会を開いて給付削減に対する反
対運動を行った（「朝日」2003年10月17日）。また，
9万人が加入する年金者組合も最低保障年金の確
立を求めて運動を展開した（全日本年金者組合
2009）。
メディアに関しては，当初，三大紙とも，世代
間の公平のためには，保険料固定方式は，旧来の

「保険料引き上げ・年金カット」とは異なり，先行
きが見えない不安を解消するものとして改革案を
支持した（「朝日」2003年6月23日，「読売」2002年
1月18日，「毎日」2002年12月6日）。この点につい
て，改革当時の行政担当者（坂本純一厚生労働省
年金局数理課長）は，「（マクロ経済スライドに対
する審議会やマスコミの反応は）若干難しい仕組
みだけれども，非常に興味を持って迎えてもらっ
たという感じはしました。少なくとも拒否反応は
なかったですね。」と述懐しているように（週刊社
会保障2012: 50-55），少なくとも改革当初から第
43回衆院選までの間は，改革案は世代間の公平と
制度の持続性というフレームから肯定的に報道さ
れていた。しかし，衆院選後，改革案の試算に用
いられた社会経済情勢の前提条件の妥当性への疑
問や世帯類型によっては給付水準が50％を大きく
割り込む恐れがあることなどの報道がなされ，保
険料固定方式という手段そのものには理解が示さ
れながらも，その理念通りに改革が実行されるか
どうかについて疑問が投げかけられ，改革に対す
る論調は反対に変わった（「朝日」2004年6月4日，
「読売」2004年4月3日，「毎日」2004年2月11日）。
このように，野党や労働側は，改革案は給付削

減をもたらすものであると反対運動を繰り広げ，
マスメディアも反対に回ったが，最終的には国会
における与党による法案の強硬採決によって拒否
権を発揮することはできなかった。自民党単独政
権下の1989年改正において厚生年金の報酬比例部
分の支給開始年齢の引き上げが問題になった時
に，労組の強い反対によって次の財政再計算の課
題として改革案が先送りされた経緯と比べると
（吉原2004: 126），2004年改革で反対運動がそこま
で力を持ち切れなかったことの理由の一端とし
て，給付の削減がマクロ経済スライドという複雑
な仕組みによって長期間にわたってなされること
になったために，情報の非対称性により，必ずし
も改革による結果の重要性がステークホルダーの
間で充分に認識されなかったということも考えら
れるかもしれない。
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(2) 改革案のブール代数分析
以上で述べた改革の内容を真理表として簡単化
して示すと，表1の通りとなる。
ここで，Reformは改革が失敗した場合に0，改

革が成功した場合に1，Mediaはメディアの賛成値
が1.5未満で改革の政治的言説や政策アイディア
に対する批判的な姿勢が特に強い場合＝0，そう
でない場合に1（賛成の程度は1・反対～3・賛成），
Ideaは新しい政策アイディアが無い場合＝0，あ
る場合＝1，Rightは非自民の首相の場合＝0，自民
党出身の首相の場合＝1，Vetoは拒否点の数が1以
下の場合＝0，拒否点の数が1以上の場合＝1，
Committeeは審議会で賛成が得られなかった場合
＝ 0，審議会で賛成が得られた場合＝ 1，
Complementは年金改革を補完する制度改革が無
い場合＝0，年金改革を補完する制度改革が有る
場合＝1，Laborは労働組合が法案成立に最後まで
反対であった場合＝0，労働組合が法案成立の際
に条件闘争に転じた場合＝1を意味する6)。
この真理表をもとに，改革が失敗したケースを
説明するためにブール代数分析（Boolean

Analysis）を行うと（Ragin 1987: 85-102），以下の
結果が得られる7)。

Media {0} * Idea{0} * RIGHT{1} * Veto{0} *

Complement{0} * Labor{0} →Reform{0}

これは，改革は，①メディアの改革フレームに
対する支持が弱い，②新しい政策アイディアが無
い，②自民党出身の総理である，③拒否点が無い，
④制度の補完的施策が無い，⑤労働組合が最後ま
で反対した，という5つの条件が揃うと失敗する

ということを意味する。なお，改革が実行される
条件の組み合わせは多様であるが，共通するの
は，審議会による承認と連立政権の存在した（拒
否権が存在した）ということであった。
本稿で取り上げた政治的言説，新しいアイディ

アによる改革のフレーミングは，改革を成功に導
く必要充分条件ではないが，必要条件の一つであ
るということができる。つまり，改革における言
説や新しい政策アイディアがはっきりせず，メ
ディアと労働側が改革に対して批判的で，制度的
な補完性が欠如している場合には不人気改革は成
功しない。別言すれば，不人気改革が実行される
ためには，調整的言説や新しい政策アイディアが
肯定的なフレームでマスコミを通じて世間に浸透
し，制度の補完性も担保され，改革案の実現可能
性が高いといったことが改革の受け手に感じられ
ることが必要であるといえるだろう。
マスコミの各改革に対する評価は図2の通りで

あるが，改革が実行された場合には，改革案が肯
定的なフレームで報道されていたことがわかる4)。
特に，改革案の初期時点（区分1，2）での評価と
改革の実現の可否との関連性が高くなっている。
改革初期時点のフレームが刷り込み効果のよう
に，メッセージの受け手の判断に影響を及ぼすの
かもしれない。なお，分析の結果で興味深いの
は，1980年改革のように自民党が単独で政権を握
り，反対勢力の拒否点が極めて限定されていた場
合でも改革が失敗し，逆に，1994年改革のように
非自民勢力によって改革が主導されたケースが
あったという点である。超党派による改革は
スェーデンでも1998年に実行されたが（厚生年金
基金連合会編1999: 472），こうした状況は，不人
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表1 年金諸改革の真理表
改革年 Reform Media Idea Right Veto Committee Complement Labor

1980 0 0 0 1 0 0 0 0

1985 1 1 1 1 1 1 0 1

1989 0 0 0 1 0 1 0 0

1994 1 1 1 0 1 1 1 1

2000 1 0 0 1 1 1 1 0

2004 1 1 1 1 1 1 1 0

出所）筆者作成



気改革における政治的言説や政策アイディアが必
ずしも政治の党派性によって規定されるわけでは
ないことを意味していると考えられる。

Ⅳ 結び

本稿では，給付縮減と負担増加がなされた改革
を取り上げ，プロスペクト理論に基づいてその要
因について考察したが，そうした不人気政策で
は，制度間の不均衡の是正，世代間の公平，制度
の安定的維持といった改革の必要性を説く調整的
言説とそれを実現するための，一元化や保険料固
定方式（概念上の確定拠出年金）といった新しい
政策アイディアが大きな役割を果たしてきたと思
われる。なぜなら，それによって，改革の受け手
のリファレンスポイントを現行制度が維持された
場合に生じるとされる最悪のシナリオにシフトさ
せ，改革を実行することによって，そうしたシナ
リオを回避することができるとコミュニケーショ
ン的言説においてフレーミングすることが可能と

なるからである。最悪のシナリオは長期的なタイ
ムスパンで描かれ，その主な対象者は若年層であ
る。過去の年金制度拡張期の「手柄争い」が起き
る人気政策では，年金受給者（高齢世代）にア
ピールし，「非難回避」（Weaver 1986）が必要な不
人気政策では，被保険者（勤労世代）にアピール
する戦略となっている。そして，改革の着地点
は，改革前と改革がなされないまま現行制度が推
移した場合に想定される最悪のシナリオとのあい
だの地点にあり（「条件付き改革領域」B・D），そ
こでは，改革の受け手にとって，負担増を相殺す
る給付増，もしくは，給付減を相殺する負担減が
感じられていることを意味する（あるいは，両者
の組み合わせ）。
そうした改革が失敗しない条件は，新しい有効

な政策アイディアが打ち出され，それにフィージ
ビリティを持たせる制度的補完政策がとられるこ
とであり，さらに，改革の調整的言説がマスメ
ディアを通じてコミュニケーション的言説として
変換されて肯定的に世間に伝えられることであ
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図2　メディア態度の推移8）

出所）筆者作成。
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る。そうした状況では，労働組合を始めとする反
対勢力も抑制される。
今回の分析では首相の党派性も取り上げたが，
不人気改革の実現の可否という点では，一貫した
結果は得られなかった。これについては自民党の
性格や派閥政治に関する考察が必要であると思わ
れるが，政治によって大きく左右されるのは，不
人気政策が行われる否かではなく，誰にどのよう
な負担を課すのかといった，不人気政策の中身と
いうことであろう。この点については稿を改めて
考えてみたい。
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注
1）フレーミングがリファレンスポイントのシフト
をもたらし，人々の選好を逆転させるという点に
ついては，竹田（2009: 141）も参照。

2）高齢世代が年金給付に価値を置いているため利
益団体としてその維持に向けて政治的活動を展開
するといったことは，新多元主義理論でも主張さ
れている。例えば，Pampel and Williamson (1993:
190-194）を参照。

3）現役世代の賃金水準の年金給付に対する比率を
基準にすると，所得代替率68％の逆数である賃金
対年金比は改革前に147％であったものが，改革
がなされない場合には同比率は120％まで低下す
る。しかし，改革を実行すれば，同比は144％まで
上昇するので，ポジティブに評価される。

4）社会党と共産党は税方式の「基本年金」，公明党
は社会保険方式による「国民基本年金」。

5）そのほか，6つの審議会の兼任者（厚生省OBの
山本正淑），5つの委員の兼任者（大阪大学の藤田
晴），4つの委員の兼任者（日本団体生命取締役の
村上清）などの例もある。

6）拒否点のデータは，Hieda (2010），右派議席占有
率はBrady et.al. (2014）を参照。

7）残余を無視した解。
8）メディア態度の値は，朝日新聞，毎日新聞，読売
新聞の三誌を対象にし，社説やオピニオンを中心
に，改革に関する各社の評価を1（否定的），2（中
立：事実のみを報道），3（肯定的）までで評価し，
各時点での平均値を出したものである。また，各

時点は，改革において，改革案が出されてマスコ
ミに取り上げられた時点を始点，法案成立時を終
点とした期間について，5時点の等間隔に時期を
区切ったものである。
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